
（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に関する

高知県環境影響評価技術審査会

日時：令和７年１月７日（火）13：30～15：20

場所：高知共済会館 COMMUNITY SQUARE ３階「桜」

議事次第

１ 開会（13：30）

２ 会長及び副会長の選任 （13：30～13：40）

３ 議事録署名委員の選出 （13：40～13：45）

４ 「（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に係る計画段階環境

配慮書」に関する審査 （13：45～15：20）

＜配付資料＞

○ 高知県環境影響評価技術審査会 委員名簿

○ 配席図

○ 資料１－１ 事業概要及びこれまでの経緯

○ 資料１－２ 発電所に係る環境影響評価の手続フロー図

○ 資料１－３ 「（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に係る環境影響評価

配慮書」についての関係市町及び庁内関係機関の意見と事業

者の見解

○ 資料１－４ 事業者説明資料（１）

○ 資料１－５ 事業者説明資料（２）



役  　　　職  　　　等 出欠

石川　愼吾 ｲｼｶﾜ ｼﾝｺﾞ 高知大学名誉教授 出

石川　妙子 ｲｼｶﾜ ﾀｴｺ 水生生物研究家 出

一色  健司 ｲｯｼｷ ｹﾝｼﾞ 高知県立大学名誉教授 出

大内　雅博 ｵｵｳﾁ　ﾏｻﾋﾛ 高知工科大学システム工学群　教授・副学群長 出

岡部　早苗 ｵｶﾍﾞ ｻﾅｴ 公益社団法人高知県建築士会　高知支部監事 出

  岡村   眞　　ｵｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 高知大学防災推進センター 　客員教授（高知大学名誉教授） 出

康 　峪梅 ｶﾝ ﾕｳﾒｲ 高知大学総合科学系生命環境医学部門　教授 出

関田　諭子 ｾｷﾀﾞ ｻﾄｺ 高知大学総合科学系黒潮圏科学部門　准教授 出

長門　研吉 ﾅｶﾞﾄ ｹﾝｷﾁ 高知工業高等専門学校ソーシャルデザイン工学科　教授 出

西村　公志 ﾆｼﾑﾗ　ｺｳｼﾞ 日本野鳥の会高知支部　支部長 出

藤川　和美 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾐ
公益財団法人高知県牧野記念財団　
広報課長兼植物研究課長

出

松岡　裕美 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾐ 高知大学自然科学系理工学部門　准教授 欠

（敬称略：50音順）

高知県環境影響評価技術審査会　委員名簿

氏　　 名
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（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に関する高知県環境影響評価技術審査会
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事業概要及びこれまでの経緯（（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業）

１ 事業概要

（１）事 業 名 （仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業

（２）事 業 者 株式会社ＧＦ（徳島県阿南市黒津地町山下５番地１）

（３）事業種類 風力（陸上）

（４）事業規模 最大 154,800kW（4,300kW×36 基）※

（５）事業実施想定区域 香美市及び長岡郡大豊町の行政界周辺

※発電所の出力が 50,000kW 以上であり、法アセス第一種事業に該当

２ 手続きの経緯等

（１）配慮書

・配慮書の送付 令和６年 11 月 18 日

・縦 覧 令和６年 11 月 19 日～12 月 20 日

・住民意見の受付 令和６年 11 月 19 日～12 月 20 日

・技 術 審 査 会 令和７年 １月 ７日

（２）縦覧場所

・高知県林業振興・環境部自然共生課（高知市丸ノ内１丁目７番 52 号）

・香美市役所環境課（香美市土佐山田町宝町１丁目２番１号）

・香美市役所香北支所（香美市香北町美良布 1097 番地）

・大豊町役場産業建設課（長岡郡大豊町津家 1626 番地）

・株式会社ＧＦホームページ（https://gfcorp.jp/archives/category/news）

資料１－１



一般（住民等） 事業者 地方自治体環境省経済産業省

発電所に係る環境影響評価の手続フロー図

準備書の審査

(環境審査顧問会助言)

<審査期間270日以内>

・知事意見を勘案

・一般意見、事業者見解
に配意
・環境大臣の意見を聞く

<縦覧後2週間>

届出

方法書の作成

公告・縦覧

方法書の審査

(環境審査顧問会助言)

<審査期間180日以内>

・知事意見を勘案

・一般意見、事業者見
解に配意

照会 意見

都道府県知事

関係市町村長
知事意見

<意見概要届出後90日以内>

<縦覧期間1ヶ月>

一般意見の提出

一般意見の

とりまとめ

<縦覧後2週間>
意見概要の送付

事業者見解を

記載して届出

勧告(知事意見添付)

環境影響評価に係る・調
査、予測及び評価の実施

環境影響評価方法書 送付

準備書の作成

環境影響評価準備書

環境省

公告・縦覧

照会 意見

都道府県知事

関係市町村長

知事意見
<意見概要届出後120日以内>

<縦覧期間1ヶ月>

一般意見の提出

一般意見の

とりまとめ

意見概要の送付

事業者見解を

記載して届出

送付

届出

意見

送付

勧告(知事意見添付)

評価書の作成

公告・縦覧一般への周知 <縦覧期間1ヶ月>

環境影響評価書

環境保全の適正な配慮

工事計画の

認可申請・届出

工事計画の審査

（評価書の遵守等）

許可申請・届出

認可・変更命令

届出
評価書の確認
<期間30日以内>

確定通知(変更命令)
環境省

評価書の確定

意見
照会

計画段階環境配慮書

配慮書の作成

公告・縦覧

<縦覧期間30日程度>
一般意見の提出

配慮書への意見

<審査期間90日以内>

環境省
照会 意見

都道府県知事

関係市町村長

知事意見

意見

意見
照会

・環境大臣意見を勘案

<配慮書送付後

60日程度>

送付

送付

意見

説明会の開催

説明会の開催

事業の実施

報告書の作成・公表
経済産業省ホームページより引用

資料１－２
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関係市町及び
関係課室

ページ等 原文 意見等 事業者の見解

1．水環境について 
・本事業が（表流水及び地下水の）水質及び水量、水底の底質に及ぼす影響について、計画段階配慮事
項とし、十分に配慮していただきたい。 

＜理由＞ 
・本事業の事業区域の下流は市民の飲料水・生活用水となる簡易水道の水源地であり、山間部の農地に
も農業用水を供給している。 
・事業区域を含む山林では、地形が急峻で地盤が軟弱である一方、森林の維持・保全や林業の施業のた
め、災害復旧を含め、本市および土地所有者、森林組合等が多額の費用と労力をかけて、林道及び作業道
の維持・管理を行っている。 
・また、事業区域を含む物部川流域全体では、近年、森林の荒廃やシカ食害等による濁水が問題となってお
り、流域の３市（南国市、香南市、香美市）にまたがる平野部の農地の農業用水や、物部川の水棲生物の生
息環境にまで影響が及んでいる。このため、関係団体が物部川濁水対策協議会を構成し、対策を行ってい
るところである。 
・本事業は、流域の最上流にあたる稜線部に風車を配置する計画となっており、風車を搬入・設置するため
には、既存の市道・林道を拡幅するとともに、新たに稜線まで道路を新設し、稜線部分に新たに土地を造成
する必要がある。また、これらの道路や施設等の土地は、工事期間から始まり、20年間とされている収益期
間を経て、収益期間後に施設等を撤去して事業が終了するまでの間、長期間にわたって維持・管理する必
要がある。 
・このため、事業期間を通じて、降雨時には、これら本事業によって改変された土地を起点として下流に排水
が流入し、流路も変化することとなるため、事業区域のみならず、下流の物部川流域の水環境の水質及び
水量に大きな影響を及ぼすこととなる。 
・よって、計画段階から水環境に十分配慮した事業計画を立案するべきである。

　事業実施想定区域の下流が水源地となっていること、林道
及び作業道の維持に多大な労力がかかっていること、森林荒
廃やシカ食害による影響が大きいことは把握しております。ご
指摘のとおり、本事業では長期間既設・新設道路を維持管
理することとなるため、事業の計画に当たっては、関係機関と
十分に協議のうえ、住民のみなさまの意見を踏まえ、河川の
直接改変を避ける、源頭部の道路計画は水量や濁水発生に
配慮する等、可能な限り下流域の水質や水量に影響を及ぼ
さないよう計画を検討してまいります。

2．土砂災害の危険性について 
・本事業が地形や地盤に及ぼす影響について、計画段階配慮事項とし、十分に配慮していただきたい。 

＜理由＞ 
・（１．水環境の項で述べたように、）本事業では、稜線部の風車やそこに至る道路のために、長期にわたって
土地の改変を行い、維持・管理する必要がある。 
・このため、事業期間を通じて、降雨時には、本事業によって改変された土地を起点として下流に排水が流
入し、土砂災害の原因となる可能性がある。特に、稜線部の風車は、風の影響も大きく受けることとなり、地
震時の倒壊等も懸念される。 
・よって、計画段階から地形や地盤に十分配慮した事業計画を立案するべきである。

　地形や地盤に及ぼす影響について、今後の手続において、
地形及び地質として環境影響評価の項目に選定いたします。
ご指摘のとおり、本事業では長期間既設・新設道路を維持管
理することとなるため、事業の計画に当たっては、関係機関と
十分に協議のうえ、住民のみなさまの意見を踏まえ、地形や
地盤に配慮した計画を検討してまいります。

3．物部川流域の生態系について 
・事業区域から下流の物部川流域の生態系について、計画段階配慮事項の対象とし、十分に配慮していた
だきたい。 

＜理由＞ 
・（１．水環境の項で述べたように、）本事業では、稜線部の風車やそこに至る道路のために、長期にわたって
土地の改変を行い、維持・管理する必要がある。 
・このため、事業期間を通じて、降雨時には、本事業によって改変された土地を起点として下流に濁水が流
入し、事業区域周辺だけでなく物部川まで流下する可能性があり、動植物に影響を与える懸念がある。 
・よって、物部川流域全体の生態系についても計画段階配慮事項の対象とするべきである。

　事業実施想定区域から物部川へ流入する河川及び物部川
本流における動植物の生息・生育状況についても、配慮の必
要性を理解しており、計画段階配慮事項の対象として文献資
料収集を実施いたしました。
　ご指摘のとおり、本事業では長期間既設・新設道路を維持
管理することとなるため、事業の計画に当たっては、関係機関
と十分に協議のうえ、住民のみなさまの意見を踏まえ、河川の
直接改変を避ける、源頭部の道路計画は水量や濁水発生に
配慮する等、可能な限り下流域の水質や水量に影響を及ぼ
さないよう検討し、物部川流域の動植物生態系へ十分配慮
した事業計画を検討してまいります。

関係市町及び庁内関係機関の意見と事業者の見解 

1 香美市

全般 ―

1
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関係市町及び
関係課室

ページ等 原文 意見等 事業者の見解

関係市町及び庁内関係機関の意見と事業者の見解 

4．景観について 
・「主要な眺望点及び景観自然並びに主要な眺望景観」だけでなく、一般の住宅や市街地からの景観につ
いても配慮の対象としていただきたい。 

＜理由＞ 
・景観にかかる配慮の対象として、「主要な眺望点及び景観自然並びに主要な眺望景観」としているが、風
車の規模が大きいため、「主要な眺望点」などの他に、個々の住宅や市街地からも風車を視認できる場所
があるものと思われる。 
・また、現状では、「どこから」「どれくらいの大きさで」見えるのかがわかるような資料が提供されておらず、
影響の大きさが判断しにくい。 
・このため、「主要な眺望点」以外にも、個々の住宅や市街地等に視点場を設定し、実際の見え方を示した
上で、当該住宅の住民等の関係者に十分な説明を行い、理解を得ていただきたい。

　方法書において、住民が日常的に視認する場所として居住
地区内の代表的な拠点（公民館等）を追加選定いたします。
また、フォトモンタージュをお示しするなど、丁寧な説明を行う
ようにいたします。

5．環境対策の責任の担保について 
・事業用の作業道及び市道・林道の拡幅分からの排水の影響による土砂災害や、事故や災害による風車
の倒壊、部品の飛散、山林火災等の責任は誰がどのように負うのか、事業保険等の資力確保措置等はある
のか、を示していただきたい。 
・また、事業者が事業を継続できなくなった場合には、誰が工作物の撤去、土地の現状復帰を行うのか、を
示していただきたい。

　本事業に起因する土砂災害やその他事故災害が発生した
際は、事業者が責任を持って直ちに原因や被災状況を調査
し、関係機関と協議の上、早期復旧及び問題解決に努めま
す。また、建設段階に入る際には、損害保険を付保する予定
です。
　工作物の撤去や現状復帰のための費用については積み立
てを行う予定です。

6．市民、利害関係者への説明について 
・求めに応じて市民や利害関係者（土地所有者、森林組合等）を対象とした説明会を開催し、十分な説明を
行った上で、理解を得ていただきたい。 
・本事業について、市議会に対し調査を行うように請願が出され、採択されていることから、市議会が行う調
査等にも真摯に対応していただきたい。

　事業の実施に当たっては、利害関係者や周辺住民の皆様
のご理解・ご協力が不可欠と考えておりますので、適宜説明
会を開催し、十分な説明を行ってまいります。
　市議会が行う調査等には真摯に対応いたします。

7．要望書等について 
・令和6年12月20日、市内3団体より香美市長に別添要望書が提出された。 
　また、上記のほか、各方面からも意見書を頂戴している。 
　当市への要望、意見ではあるが、その内容は事業計画の根幹に関わるものであることから、別添要望書、
意見書を参照し、計画の更なる検討にあたっては十分留意していただきたい。

　事業の計画にあたっては、要望書や意見書の内容に十分留
意し検討してまいります。

2 大豊町 ― ― 意見なし ―

3
中山間地域対
策課鳥獣対策
室

― ― 意見なし

―

配慮書
P(68)(88)
P(239)～(282)ほか

― 　動物の重要な種へヤマネ（天然記念物）を追加するとともに、調査をお願いします。 　本地域を対象とした文献資料の調査結果として、ヤマネは
確認されませんでした。今後、方法書段階までにヤマネの生
息に関する資料の収集や必要に応じて専門家等への意見聴
取を実施し、生息状況の把握に努めます。そのうえで、ヤマネ
にかかる調査実施について検討いたします。

配慮書
P（212）

②周知の埋蔵文化財包蔵地 　周知の埋蔵文化財包蔵地内において、発掘を伴う場合は文化財保護法第93条に基づく届出が必要で
す。工事内容によっては、事前の試掘確認調査等を実施する場合がありますので、工事内容が決まりました
ら相談ください。

　周知の埋蔵文化財包蔵地内における工事については、工事
内容が決まった段階で相談いたします。

1 香美市

全般 ―

4 歴史文化財課

2
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5 工業振興課

― ― 計画段階環境配慮書に対する意見等は特にありません。
その他計画に関する意見等は以下のとおりです。

◎根拠法令等
　①採石法（高知県工業振興課所管）
　②鉱業法（四国経済産業局　資源・燃料課（以下「四経局」）所管）

①特に問題はありません。
   ただし、事業実施想定区域内で岩石を採取し、その岩石を当該場所以外の場所において他の用に供する
（販売若しくは他に使用する）場合は、採石法の適用を受けることになるためご留意ください。

※既に他人によって分離されている石材を山から採取する行為であっても、土地の形状を変更する行為に
該当し、また当該岩石採取場以外の場所において他の用に供することが伴えば、採石法の適用を受けるこ
ととなります。

　上記により採石法に該当する場合は、採石法第32条に基づき「採石業者の登録」を受けた後、採石法第
33条に基づき「岩石採取計画」の認可を受ける必要がありますので、事前に県工業振興課へご連絡くださ
い。

②事業実施想定区域には、鉱業権が設定されている可能性があります。鉱業権については正確を期すた
め、四経局の「鉱業原簿の閲覧」をする、あるいは謄抄本の交付申請を行い確認してください。

　採石法について、工事計画上該当しないと考えますが、留意
いたします。
　事業実施想定区域内における鉱業権の設定状況について
は、正確を期すため、四国経済産業局にて鉱業原簿を確認い
たします。

6
環境農業推進
課

― ― 意見なし ―

配慮書　P157～159 （２）農業振興地域の整備に関する法律
に基づく農用地区域

農業振興地域整備に関する法律について
　「農業振興地域（農業地域）」や「農用地区域」は農業振興地域の整備に関する法律に基づき、県が作成
する「農業振興地域整備基本方針」および市町村が作成する「農業振興地域整備計画」において重点的
に農業振興を図っていく地域として定めている地域となります。
　当県や市町村の農業振興に支障が生じることがないように配慮して事業を実施してください。

（根拠法令等）
農業振興地域の整備に関する法律第１条、第４条、第10条

　農業振興地域に指定されている意義に配慮し、農業振興に
支障が生じることがないように配慮して事業を実施いたしま
す。

配慮書　P157～159 （２）農業振興地域の整備に関する法律
に基づく農用地区域

農用地区域からの除外手続きについて
　市町村が定める農業振興地域の整備に関する法律の中で、「農用地区域」が定められています。
　「農用地区域」は特に農業振興を図っていく上で重要な区域であることから、基本的には指定された用途
以外に供することができず、指定された用途以外の目的で利用したい場合は、農用地区域から除く（農用
地区域からの除外）手続きが必要となります。
　手続きがいらない場合は、一時的に利用する（３年未満に限る）場合等となりますので、農用地区域内の
土地を利用する計画であるならば、事前に農用地区域からの除外手続きが必要でないか、市町村の農業
振興地域の整備に関する法律を担当している課に確認をとるようにしてください。

（根拠法令等）
農業振興地域の整備に関する法律第10条、第13条、第15条の２

　農用地区域内の土地を利用する場合は、事前に農用地区
域からの除外手続きが必要でないか、市町の農業振興地域
の整備に関する法律を担当している課に確認いたします。

配慮書　P157～159 （２）農業振興地域の整備に関する法律
に基づく農用地区域

農地転用許可手続きについて
　農地を農地以外にする（農地を転用する）場合には、一部の場合を除き、知事から農地転用許可を受ける
こととされています。
　事業敷地に農地が含まれている場合は、農地転用許可が必要でないか、農地が存する市町村の農業委
員会に相談をしてください。
　なお、転用許可が必要な土地は登記簿上の地目ではなく、現況の地目で判断することとされていますの
で、農地かどうかについては、事業敷地が存する市町村の農業委員会に相談をし、確認をするようにしてく
ださい。
　転用許可が必要な場合は、必要書類とともに許可を受けようとする農地が存する市町村の農業委員会を
経由して、知事に申請をしてください。

（根拠法令等）
農地法第４条、第５条

　農地を転用する場合は、農地転用許可手続きについて、市
町の農業委員会に相談いたします。

7 農業基盤課
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8 森づくり推進課

配慮書P6
要約書P3

― 　地域森林計画対象森林を伐採する場合は、該当する地域の地域森林計画、市町村森林整備計画に適合
した方法で行ってください。
　森林法第10条の８の規定による「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、伐採後は「伐採後の森林
に係る状況報告書」、伐採後の造林の実施後は「伐採後の造林に係る状況報告書」をそれぞれ提出してく
ださい。
　また、森林法第12条の規定による森林経営計画の変更が必要な場合は、変更認定請求書及び変更後の
森林経営計画書を提出してください。
　地域森林計画対象森林において、新たに森林の土地の所有者になった場合は、森林法第10条の７の２の
規定による「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。

　地域森林計画対象森林を伐採する場合は、ご指摘の手順
により手続きを進め、該当する地域の地域森林計画、市町村
森林整備計画に適合した方法で行います。

9 木材増産推進課

全般 ― 　計画地域内の森林部分においては、造林事業などの補助事業により、間伐等の森林整備や森林作業道
の開設を実施している場合があります。
　補助事業を実施した森林では、補助金の交付を行った年度の翌年度から起算して5年又は10年（※補助
メニューによってはそれ以上の年数の場合もあります。）以内に補助目的及び森林以外の用途への転用が
禁止されており、やむを得ず対象森林の全部若しくは一部の転用を行う場合には補助金返還の対象となり
ます。
　このため、森林を森林以外の用途に転用する場合には、あらかじめ、対象森林の補助事業の履歴を確認
し、補助金返還対象となる場合には、返還手続きを行う必要があります。

　森林を森林以外の用途に転用する場合には、あらかじめ、
対象森林の補助事業の履歴を確認します。

配慮書
P7
P8
P16（図2.2-8）
P24（図2.2-13(4)）
P138
P141
P157
P160（図3.2-5）
P216
P218（図3.2-19）
P223（表3.2-44）
P318、P319
P322（図4.3-8(2)）
P324（表4.3-23(1)）
P326

要約書
P4、P5、P7
P13（図2.2-8）
P21（図2.2-13(4)）
P37
P39（表3-2）
P70（図4.3-5(2)）
P79（表4.4-1(3)）

10 治山林道課

― 　保安林の指定が解除されるのは、公益上の理由により必要が生じた場合又は、指定理由が消滅した場合
のいずれかとなります。
　風力発電施設に係る保安林解除につきましては、「保安林の指定解除事務等マニュアル（風力編）」に
沿って手続きを進めることとなります。
　保安林の指定の解除要件は、事業等による土地利用が、その地域における公的な各種土地利用計画に
即したものであり、地域における土地利用の状況等から見て、その土地以外に適地を求めることができない
こと、保安林の転用に係る面積が、当該転用の目的を実現する上で必要最小限であること、転用に伴い失
われる保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設が設置されること、事業等を行うため当該保安林と
併せて使用する土地がある場合、その土地を使用する権利を有していること、当該保安林の解除に利害関
係を有する市町村長及び直接の利害関係を有する者の同意が得られていること等になります。

　また、地域森林計画の対象となっている民有林（保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く）において、
土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する開発行為で、専ら道路の新設又は改築を目的
とする行為でその行為に係る土地の面積が１ヘクタールを超えるものにあっては道路（路肩部分及び屈曲
部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。）の幅員３メートル、その他の行為にあっては土地の面積１ヘク
タール（太陽光発電の場合は0.5ヘクタール）を超える場合は、森林法第10条の２に基づく高知県知事の
許可を受ける必要があります。　

　保安林の指定を解除する場合は、「保安林の指定解除事務
等マニュアル（風力編）」に沿って手続きを進めるようにいた
します。
　保安林内における開発については、開発行為の内容等によ
り、保安林の指定の解除手続きや作業許可の申請を行うよう
にいたします。

　また、地域森林計画の対象となっている民有林において、ご
指摘いただいた開発行為を実施する場合は、森林法第１０条
の２に基づく高知県知事の許可を受けるようにいたします。
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要約書P2
配慮書2.1-1(2)

　高知県では、森林資源や水資源、日照
時間や風況など、全国でも優位な再生可
能エネルギー資源を有していることから、
「高知県新エネルギービジョン（2021年
度～2025年度）」（高知県、令和３年）
において、地域再生可能エネルギーのさ
らなる導入促進と、再生可能エネルギー
の導入による地域振興・地域貢献の推進
を基本方針として掲げている。

　以下のとおり、修正をお願いします。（下線：修正箇所）
　高知県では、森林資源や水資源、日照時間や風況など、全国でも優位な再生可能エネルギー資源を有し
ていることから、「高知県新エネルギービジョン（2021年度～2025年度）」（高知県、令和３年３月改定）に
おいて、地域と調和した再生可能エネルギーの さらなる導入促進と、再生可能エネルギーを活用した の導入
 による地域振興・地域貢献の推進を基本方針として掲げている。

　ご指摘のとおり修正いたします。

全般 ― 　調査、予測及び評価結果は、地域住民等の求めに応じ、わかりやすく説明し、理解を得られるように努めて
ください。

　調査、予測及び評価結果は、地域住民等の求めに応じ、わ
かりやすく説明し、理解を得られるように努めます。

要約書P44
配慮書4.4-1(343)

騒音及び超低周波音 　風車の稼働に伴う騒音及び超低周波音については、地域住民の安全と健康を守るために、国の基準だけ
でなく、超低周波音に起因する健康への影響について、最新の知見に基づいて評価を行うことを検討してく
ださい。また、それらを考慮した風車の配置とすることを検討してください。

　風車の稼働に伴う騒音及び超低周波音については、地域住
民の安全と健康を守るために、国の基準だけでなく、超低周
波音に起因する健康への影響について、最新の知見に基づ
いて評価を行うことを検討し、それらを考慮した風車の配置を
検討いたします。

要約書P48 予測結果（概要）
①植物の重要な種
　現存植生図（エラー！　参照元がみつか
りません。及び表4.3-6）

　参照元を正しく表記するよう修正をお願いします。 　ご指摘のとおり修正いたします。

配慮書P138～142
(3)重要な自然環境の
まとまりの場

図3.1-34(1)　重要な自然環境のまとま
りの場

　事業実施想定区域には、特定植物群落である「青ザレ山と周辺の植生」及び植生自然度の高い群落が
含まれている。このような原生的な森林やそれに近い自然林は、さまざまな野生動植物が生息・生育する場
ともなり、生物多様性が確保された場所であると考えられる。現地調査や専門家からの助言等により、これ
らの群落に十分に配慮すること。

　現地調査結果や専門家からの助言等を踏まえ、特定植物
群落である「青ザレ山と周辺の植生」及び植生自然度の高
い群落に十分に配慮するよう努めます。

配慮書P138～142
(3)重要な自然環境の
まとまりの場

図3.1-34(3)　重要な自然環境のまとま
りの場

　事業実施想定区域には、奥物部県立自然公園第３種特別地域若しくは普通地域又は梶ヶ森県立自然公
園普通地域が含まれる。これらの地域内において各種開発行為を行う場合は、高知県立自然公園条例に
基づく許可申請又は届出の手続が必要となるため、事前に高知県自然共生課と協議を行うこと。

　県立自然公園地域内において各種開発行為を行う場合
は、事前に高知県自然共生課と協議を行います。

配慮書P239～282
4.3.3動物
配慮書P283～317
4.3.4植物

全般 　高知県希少野生動植物保護条例（以下この項において「条例」という。）第５条では開発行為における希
少野生動植物への配慮について規定している。計画段階環境配慮書によれば、事業実施想定区域及びそ
の周辺において希少野生動植物が生息・生育している可能性があることから、開発行為を行おうとする場
合は、以下について留意すること。
　①条例第７条で指定する県指定希少野生動植物が確認された場合は、事前に高知県自然共生課と協議
のうえ、保全措置をとること。
　②条例第２条第１項にいう希少野生動植物の生息・生育状況等を踏まえた環境への負荷について調査す
るよう努めるとともに、希少野生動植物に与える影響を回避する又は回避困難等の事情によりやむを得ず
影響を与える場合は可能な限り負荷を低減（移植、工法の変更等）する等の措置を講ずるよう努めること。

　条例第7条で指定する県指定希少野生動植物が確認され
た場合は、事前に高知県自然共生課と協議のうえ、適切な保
全措置を検討いたします。
　条例第２条第１項にいう希少野生動植物の生息・生育状況
等を踏まえた環境への負荷について調査するよう努めるとと
もに、希少野生動植物に与える影響を回避する又は回避困
難等の事情によりやむを得ず影響を与える場合は可能な限
り負荷を低減（移植、工法の変更等）する等の措置を講ずる
よう努めます。

その他 － 　切土・盛土等に係る環境配慮措置の検討に当たっては、専門家の意見を聞き、対象地域への外来種侵
入、対象地域外への外来種拡散等、既存の生態系に影響が及ばないよう配慮すること。

　切土・盛土等に係る環境配慮措置の検討に当たっては、専
門家の意見を踏まえ、対象地域への外来種侵入、対象地域
外への外来種拡散等、既存の生態系に影響が及ばないよう
配慮いたします。

その他 － 　本県では高知県清流保全条例第９条により定めた「物部川清流保全計画」（平成20年７月）に基づき、
各主体と連携した清流保全活動の実施や啓発、住民による取組を支援している。事業実施想定区域周辺
には同計画の対象である物部川流域の森林及び河川が含まれていることから、開発行為を行おうとする場
合は、山腹崩壊防止や汚濁水等を流出させない措置を十分に検討すること。

　物部川流域において開発行為を行う場合は、山腹崩壊防
止や汚濁水等を流出させない措置を十分に検討いたします。

11 環境計画推進課

12 自然共生課
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配慮書3.1-16 「資料１－３別添３」１ページ目を参照 　誤りがあるので、別添のとおり訂正が必要である。 　ご指摘のとおり修正いたします。

配慮書3.2-26 「資料１－３別添３」２ページ目を参照 　誤りがあるので、別添のとおり訂正が必要である。 　ご指摘のとおり修正いたします。

配慮書3.2-41　３行目 「最終改正：令和４年６月17日」 「最終改正：令和６年１月25日」へ、訂正が必要である。 　ご指摘のとおり修正いたします。

配慮書3.2-42　 六価クロム化合物　許容限度「0.5」 「0.2」へ、訂正が必要である。 　ご指摘のとおり修正いたします。

要約書P37 、水環境３
点目

「２地点とも水質イオン濃度及び生物化
学的酸素要求量の環境基準を達成して
いない」

　「水質イオン濃度」を「水素イオン濃度」へ訂正が必要である。
　また、原文は誤りであり訂正が必要である（「環境基準値を超過することがある」へ）。

　理由として、環境基準が達成しているかの判定は環境基準点において行うが、当該２地点は環境基準点
でなく補助地点であり、達成の可否を評価できないため。それぞれの地点で、「環境基準値を超過すること
がある」と述べることはできる。
　なお、生物化学的酸素要求量について、75％値をもって評価するが、大栃橋は1.6、暁美橋は2.5であるこ
とから、あえて環境基準値にあてはめれば大栃橋の生物化学的酸素要求量は基準（２以下）を達成してい
る（単位mg/L）。

　ご指摘のとおり修正いたします。

要約書P39、悪臭防止
法

大豊町　×
事業実施想定区域　×

　高知県は全域が悪臭防止法規制地域に該当するため、「×」から「○」に修正が必要である。 　ご指摘のとおり修正いたします。

配慮書3.2-37（188） 
10行目

「騒音規制法」（昭和43年法律第98
条）

　「騒音規制法」（昭和43年法律第98号）へ訂正が必要である。 　ご指摘のとおり修正いたします。

配慮書3.1-11(47)　
表3.1-12

１時間値が0.20mg/m3を超えた割合
（％）の値　：　0
日平均値が0.10mg/m3を超えた割合
（％）の値　：　0

　「0」を「0.0」に修正が必要である 　ご指摘のとおり修正いたします。

配慮書3.2-37（188） 
2-3行目

「地域の区分ごとに排出基準（K値）が
定められており、」

　K値＝排出基準ではないため、「地域の区分ごとに排出基準を算出するためのK値が定められており、」へ
修正が必要である。

　ご指摘のとおり修正いたします。

要約書　P57
配慮書　P258～260

要約書
･表4.3-3(4) 重要な種への影響の予
測結果
配慮書
･表4.3-6(17)-(19) 文献その他の資
料による動物の重要な種

　水産資源保護法及び高知県内水面漁業調整規則に、「水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつして
はならない。」と規定されていますので、開発に係る排水について十分な管理を行ってください。
【根拠法令等】
・水産資源保護法第４条第１項第１号
・高知県漁業調整規則第45条

　水産資源保護法及び高知県水面漁業調整規則に規定さ
れているとおり、開発に係る排水について十分に管理するよう
計画を検討いたします。

配慮書　P163、P165　 配慮書
3.2.3 1. （3）漁業による利用
図3.2-8　内水面漁業権の設定状況

　開発予定区域付近については、嶺北漁協及び物部川漁協が第五種共同漁業権を有しておりますので、当
該漁業協同組合に事前に周知するとともに、漁業権漁業に影響を与える可能性がある場合は、協議を行っ
てください。
【根拠法令等】
・漁業法第168条

　嶺北漁業協同組合様及び物部川漁業協同組合様とも訪問
し、事業概要についてご説明しております。今後とも逐次、情
報共有させて頂きます。
　環境影響評価手続き及び現地調査に当たっては、漁業法に
従い、当該漁協に事前に周知するとともに、漁業権漁業に影
響を与える可能性がある場合は、協議を行います。

15 水産業振興課 ― ― 意見なし ―

14 漁業管理課

13 環境対策課
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関係市町及び
関係課室

ページ等 原文 意見等 事業者の見解

関係市町及び庁内関係機関の意見と事業者の見解 

　　国土利用計画法第23条第１項の規定に基づく土地取引の事後届出制
　土地取引の契約をしたときは、権利取得者（売買の場合であれば買主）は、契約者名、契約日、土地の面
積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以
内に土地の所在する市町村役場に届け出てください。

　（取引の規模：面積要件）
　①　市街化区域　2,000㎡以上
　②　①を除く都市計画区域　5,000㎡以上
　③　都市計画区域以外の区域　10,000㎡以上

　土地取引の契約をした際は、必要事項を記入した知事宛の
届出書に必要書類を添付し、期日内に土地の所在する市町
村役場に届け出いたします。

　　高知県土地基本条例の手続き
　開発区域の面積が１０ha以上の開発事業については、個別法に基づく許認可等申請手続きに先立ち、高
知県土地基本条例の手続きが必要です。

相談先：高知県土木部用地対策課
TEL：０８８－８２３－９８１７
　（条例の主な手続き）
・開発計画書の提出による事前協議
・開発計画の内容について、地元住民等の関係者への説明
・地元住民等の関係者及び関係市町村の意見の尊重

　事業実施に当たっては、高知県土地基本条例の内容を確
認し、同条例に基づき事前協議等の手続きを行います。

　造成工事の際に事業実施区域に近接する河川の流域の変更をしないこと 　造成工事の際には、事業実施区域に近接する河川の流域
の変更が無いよう配慮いたします。

　河川区域内に工作物を設置する場合は、河川管理者に河川法に基づく許可申請を行うこと 　河川区域内に工作物を設置する場合は、河川管理者に河
川法に基づく許可申請を行います。

　洪水や土砂の流出が生じないよう各種の開発基準等に基づき、調整池を設置する等の適切な対応を行う
とともに、必要に応じて河川管理者や普通河川を所管する自治体及び利水者と協議を行うこと

　事業実施により洪水や土砂の流出が生じないよう、調整池
や沈砂地を設置する等の適切な対応を行うとともに、必要に
応じ河川管理者、普通河川を所管する自治体及び利水者と
協議を行います。

18 防災砂防課

― ―   事業実施想定区域には、砂防法（明治30年法律第29号）に基づく砂防指定地、地すべり等防止法（昭
和33年法律第30号）に基づく地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和
44年法律第57号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域が存在しています。
　当該指定地及び区域内では一定の行為が制限されており、事業を実施するにあたり、あらかじめ知事の
許可が必要となる場合があります。関係法令を確認のうえ、該当する場合には、所定の手続きに従い、許可
申請を行ってください。

　また、検討対象エリアには、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成
12年法律第57号）に基づく土砂災害警戒区域等が存在しています。
　当該区域は土砂災害が発生する可能性が高いため、当該区域内で事業を実施する際は、土砂災害の崩
壊を助長又は誘発することがないよう十分に留意してください。

　事業実施に当たっては、関係法令を確認のうえ、該当する場
合には、所定の手続きに従い、許可申請を行います。
　土砂災害警戒区域等の区域内で事業を実施する際は、土
砂災害の崩壊を助長又は誘発することがないよう十分に留
意いたします。

16 用地対策課

配慮書P3 ―

17 河川課

要約書　37ページ
項目「水環境」の
「主な地域特性」欄の１
行目から３行目

配慮書 51ページ
図3.1-9　
主要な河川及び湖沼の
状況

・事業実施想定区域及びその周辺には、
吉野川水系の一級河川である南大王
川、南小川、下コビソ谷川、沖野々川、物
部川水系の一級河川である楮佐古川、
日比原川、川の内川等の河川が流れて
いる。

7



関係市町及び
関係課室

ページ等 原文 意見等 事業者の見解

関係市町及び庁内関係機関の意見と事業者の見解 

要約書　P30、P31 2.2.7 第一種事業に係る工事の実施に
係る期間及び工程計画の概要

（問題点等）
・道路の損傷や汚損の防止及び発生時の対応
・幅、長さ、高さ、重さ等の制限値を超える車両の通行

（対応方法・措置すべき内容）
・　当該行為にかかる車両の通行に伴う道路の損傷、汚損が発生しないように、十分な予防的な措置を講じ
ること。
また、当該行為により高知県が管理する道路の損傷、汚損が発生した場合には、管轄する土木事務所に速
やかに協議するとともに、その指示のもと速やかに対処し、行為者の費用負担により道路を常に良好な状態
に保つこと
・　車両の幅、長さ、高さ、重さ等の制限値を超える車両については、必ず特殊車両通行の許可を得ること。

（根拠法令等）
道路法第２２条（工事原因者に対する工事施行命令等）
道路法第２４条（道路管理者以外の者の行う工事）
道路法第４３条（道路に関する禁止行為）
道路法第４３条の２（車両の積載物の落下の予防等の措置）
道路法第４７条（通行車両の制限）

　事業の実施に当たっては、逐次ご指導いただきながら、工事
関係車両の通行に伴う道路の損傷、汚損が発生しないよう
に、十分な予防的な措置を講じます。また、当該行為により高
知県が管理する道路の損傷、汚損が発生した場合には、管
轄する土木事務所に速やかに協議するとともに、その指示の
もと速やかに対処し、事業者の費用負担により道路を常に良
好な状態に保ちます。
　車両の幅、長さ、高さ、重さ等の制限値を超える車両につい
ては、必ず特殊車両通行の許可を得て通行いたします。

要約書　P31 図2.2-15　風力発電機の輸送ルート
（案）

　輸送ルートは、国道195号の高須～大津地区の幅員狭小部を避け、下記ルートを検討してください。
①高知新港 → 県道高知南インター線 → 国道32号 
②高知新港 → 県道高知南インター線 → 県道高知北環状線 → 国道195号（あけぼの街道） 

　風力発電機の輸送ルートについては、記載いただいた①と
②のルートを検討いたします。

20 都市計画課

― ― 　風力発電機及び風力発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置する施設である建築物について
は、開発許可を要しません。
　風力発電機に付属する施設で、管理施設及び変電設備を設置する施設以外の建築物を建築する予定が
ある場合は、開発許可の要否について高知県都市計画課開発指導担当までご確認下さい。
　また、高知県では、危険な盛土等を規制するため、令和７年４月１日から宅地造成及び特定盛土等規制法
（盛土規制法）に基づく規制区域の指定を予定しています。
　規制区域の指定の際、規制区域内において盛土、切土、一時的な土石の堆積の工事を行っている場合
は、規制区域の指定日から21日以内に知事への届出が必要になり（盛土規制法第21条第１項又は第40
条第１項）、規制区域指定後に新たに盛土、切土、一時的な土石の堆積の工事を行おうとする場合は、許可
又は届出が必要になります（盛土規制法第12条第１項、第27条第１項又は第30条第１項）。

　風力発電機に付属する施設で、管理施設及び変電設備を
設置する施設以外の建築物を建築する場合は、開発許可の
要否について高知県都市計画課開発指導担当へ確認いた
します。
　宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく
規制区域の指定につきましては、最新の情報を確認し、規制
区域内において盛土、切土、一時的な土石の堆積の工事を
行っている場合は、規制区域の指定日から21日以内に知事
への届出を行います。また、新たに盛土、切土、一時的な土石
の堆積の工事を行う場合は、許可申請又は届出を行います。

21 港湾・海岸課

配慮書　P33(2.2-31)
～34(2.2-32)

(4)輸送計画
　本計画段階では、図2.2-15のとおり高
知新港から事業実施想定地域に至る既
存道路及び建設中の一般国道195号山
田バイパスを活用し、風力発電機を輸送
する計画である。なお、今後の検討結果
によっては、輸送計画を変更する可能性
がある。

　港湾を利用する際には、管轄の土木事務所（高知新港なら高知土木事務所）と調整してください。 　港湾を利用する際には、管轄の土木事務所（高知土木事務
所）と事前に調整いたします。

19 道路課
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6香美環境第 6736号 

令和 6 年 12 月 20 日 

 

高知県知事 濵田 省司 様 

 

 

香美市長 依光 晃一郎 

 

 

 

 

（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に係る計画段階環境配慮書に対する 

関係自治体の意見について（回答） 

 

 

 令和 6 年 11 月 19日付け、6 高自共第 682号で照会のありました標記の件につきまして、

別紙のとおり回答いたします。 

資料１－３別添１

-1-

500061
四角形



配慮書又は要約書

ページ・行
原　　　　　文 意　　見　　等

　別添のとおり

「（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に係る計画段階環境配慮書」に対する意見等

自治体名　　香美市　　　　担当課室名及び担当者：　環境課　依光　伸枝　　　連絡先（TEL)　　0887-53-1063　　　.

-2-



（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に係る計画段階環境配慮書への意見 

 

 

1． 水環境について 

・本事業が（表流水及び地下水の）水質及び水量、水底の底質に及ぼす影響について、

計画段階配慮事項とし、十分に配慮していただきたい。 

＜理由＞ 

・本事業の事業区域の下流は市民の飲料水・生活用水となる簡易水道の水源地であり、

山間部の農地にも農業用水を供給している。 

・事業区域を含む山林では、地形が急峻で地盤が軟弱である一方、森林の維持・保全や

林業の施業のため、災害復旧を含め、本市および土地所有者、森林組合等が多額の費

用と労力をかけて、林道及び作業道の維持・管理を行っている。 

・また、事業区域を含む物部川流域全体では、近年、森林の荒廃やシカ食害等による濁

水が問題となっており、流域の３市（南国市、香南市、香美市）にまたがる平野部の

農地の農業用水や、物部川の水棲生物の生息環境にまで影響が及んでいる。このため、

関係団体が物部川濁水対策協議会を構成し、対策を行っているところである。 

・本事業は、流域の最上流にあたる稜線部に風車を配置する計画となっており、風車を

搬入・設置するためには、既存の市道・林道を拡幅するとともに、新たに稜線まで道

路を新設し、稜線部分に新たに土地を造成する必要がある。また、これらの道路や施

設等の土地は、工事期間から始まり、20 年間とされている収益期間を経て、収益期間

後に施設等を撤去して事業が終了するまでの間、長期間にわたって維持・管理する必

要がある。 

・このため、事業期間を通じて、降雨時には、これら本事業によって改変された土地を

起点として下流に排水が流入し、流路も変化することとなるため、事業区域のみなら

ず、下流の物部川流域の水環境の水質及び水量に大きな影響を及ぼすこととなる。 

・よって、計画段階から水環境に十分配慮した事業計画を立案するべきである。 

 

2． 土砂災害の危険性について 

・本事業が地形や地盤に及ぼす影響について、計画段階配慮事項とし、十分に配慮して

いただきたい。 

＜理由＞ 

・（１．水環境の項で述べたように、）本事業では、稜線部の風車やそこに至る道路のた

めに、長期にわたって土地の改変を行い、維持・管理する必要がある。 

・このため、事業期間を通じて、降雨時には、本事業によって改変された土地を起点と

して下流に排水が流入し、土砂災害の原因となる可能性がある。特に、稜線部の風車

は、風の影響も大きく受けることとなり、地震時の倒壊等も懸念される。 

・よって、計画段階から地形や地盤に十分配慮した事業計画を立案するべきである。 
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3． 物部川流域の生態系について 

・事業区域から下流の物部川流域の生態系について、計画段階配慮事項の対象とし、十

分に配慮していただきたい。 

＜理由＞ 

・（１．水環境の項で述べたように、）本事業では、稜線部の風車やそこに至る道路のた

めに、長期にわたって土地の改変を行い、維持・管理する必要がある。 

・このため、事業期間を通じて、降雨時には、本事業によって改変された土地を起点と

して下流に濁水が流入し、事業区域周辺だけでなく物部川まで流下する可能性があり、

動植物に影響を与える懸念がある。 

・よって、物部川流域全体の生態系についても計画段階配慮事項の対象とするべきであ

る。 

 

4． 景観について 

・「主要な眺望点及び景観自然並びに主要な眺望景観」だけでなく、一般の住宅や市街

地からの景観についても配慮の対象としていただきたい。 

＜理由＞ 

・景観にかかる配慮の対象として、「主要な眺望点及び景観自然並びに主要な眺望景観」

としているが、風車の規模が大きいため、「主要な眺望点」などの他に、個々の住宅や

市街地からも風車を視認できる場所があるものと思われる。 

・また、現状では、「どこから」「どれくらいの大きさで」見えるのかがわかるような資

料が提供されておらず、影響の大きさが判断しにくい。 

・このため、「主要な眺望点」以外にも、個々の住宅や市街地等に視点場を設定し、実

際の見え方を示した上で、当該住宅の住民等の関係者に十分な説明を行い、理解を得

ていただきたい。 

 

5． 環境対策の責任の担保について 

・事業用の作業道及び市道・林道の拡幅分からの排水の影響による土砂災害や、事故や

災害による風車の倒壊、部品の飛散、山林火災等の責任は誰がどのように負うのか、

事業保険等の資力確保措置等はあるのか、を示していただきたい 

・また、事業者が事業を継続できなくなった場合には、誰が工作物の撤去、土地の現状

復帰を行うのか、を示していただきたい。 

 

6． 市民、利害関係者への説明について 

・求めに応じて市民や利害関係者（土地所有者、森林組合等）を対象とした説明会を開

催し、十分な説明を行った上で、理解を得ていただきたい。 

・本事業について、市議会に対し調査を行うように請願が出され、採択されていること

から、市議会が行う調査等にも真摯に対応していただきたい。 
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７．要望書等について 

・令和 6 年 12 月 20 日、市内 3 団体より香美市長に別添要望書が提出された。 

   また、上記のほか、各方面からも意見書を頂戴している。 

   当市への要望、意見ではあるが、その内容は事業計画の根幹に関わるものであること

から、別添要望書、意見書を参照し、計画の更なる検討にあたっては十分留意してい

ただきたい。 

 

以 上 
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令和６年香美市議会定例会１２月定例会議 請願文書表 

  

受 理 

番 号 

受 理 

年月日 
件 名 請願の要旨 

請願者の住所 

及び氏名 

紹介議員 

氏  名 

付 託 

委員会 

 

請 願 

第２号 

 

令和６年 

１１月２１日 

 

谷相大豊地域での風

力発電計画について 

 

別紙請願書のとおり 

 

香美市香北町谷相 

小野 麻里 

 

森田 雄介 
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名称： 香北の大型風力発電の建設予定について 

日時：日時：2024 年 12 月 17 日(火) 

 

香美市長様 

 

表題の件ですが、数日前に知りまして、場所や規模を見て驚いているところです。結論か

ら言うと、建設には反対です。というか反対しなければ取り返しのつかない事態が起こりま

す。 

というのも、今現在住んでいる山の上に風車が立っており、水源は谷の水を使っており建

設地の山です。作られる前は台風などの大雨の時ですらそこそこ濁る程度だったものが、今

では赤土の濁流が毎回起こります。これは間違いなく建設に伴う道などを作った事に依る

ものだと思います。その濁流は吉野川に流れるので希釈され、池田町のダム湖に蓄積されて

いるはずで気づかないだけです。立った後に何とかしようにも原状復帰は不可能なのです。

自分たちも情報が何もなく、賛成で話が進んでしまったのが失敗でした。 

そこで、香北の建設予定地では、すぐ山のふもとがダム湖であり建設後は谷という谷の水

は毎回、濁流が流れダムは今のような綺麗な景観は無くなるのは間違いないでしょう。それ

に伴い土砂崩れの危険性も出てくることは容易に想像できます。今、四国は発電能力の 30％

ほど余っており、余剰電力は四国外に送電しているのが現状です。さらに風力発電は発電量

の 1％にすぎません。co2 削減にかこつけた四国外の電力を作り出すいわば商売、お金のた

めの風車であり、建設地の住民には一時的に限定的な人にお金が入る以外は何の意味もな

い計画です。その為に香北の自然をぶち壊すというのはどうなんでしょうか？計画が進み

だすともう止められません。もし、建設が始まり僕が言っていることが起こり始めてもそれ

は地元の意思であり、自ら引き起こした自業自得だということになります。壊れた自然は元

には戻せません。 

僕は決して環境活動家でもないし、偏った思想の持ち主でもありません。ただ単純に、地

元の方々が最終的なツケ、被害を被るのを経験者として知らぬ存ぜぬで「ほら見たことか」

とは言いたくなかったし、見捨てることができなかったので、ここに投稿させていただきま

した。 

市民ではないですが、香北の美しい自然が好きな、隣町の被害を被っている住民の一人の

意見として聞いていただけると幸いです。 
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名称：(仮称)嶺北香美ウインドファーム事業計画について 

日時：日時：2024 年 12 月 19 日(木) 

 

香美市長様 

 

新聞等でウインドファーム計画を読み、懸念することがあり、意見させて頂きました。 

計画では、従来なら洋上にしか設置しなかった 180m もの高さの風車を設置するとあり

ます。 

建設・撤去にかかる費用は莫大だと予想できます。 

風車の耐用年数は、約 20 年…もしも 20 年後に事業者が倒産などしていた場合、撤去費

用は誰が負担するのでしょうか？ 

そもそも風力発電は、発電量が不安定なため、売電収入も安定しないものです。 

補助金ありきの事業で、設置するだけ設置して放置になる可能性が少しでもあるならば、

計画を進めるのは危険でないかと考えます。 

神戸市や吹田市、その他多数の自治体で導入されているダイキン工業によるマイクロ水

力発電(既存の水道設備に設置するものだそうです)など、コスパが良く、環境負荷も少ない

発電方法も確立されています。 

ｈｔｔｐｓ：／／www.dk-power.co.jp/ 

私は、ダイキンとは縁もゆかりもありませんが、この設備を導入すると、市には売電収入

も入ります。リスクの高い風力に頼る必要は低いのではないでしょうか？計画に許可を出

す前に、ご検討をお願い致します。 
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６大豊地振第 46 号

令和６年 11 月 25 日

高知県知事 濵田 省司 様

大豊町長 大石 雅夫

（公 印 省 略）

（仮称）嶺北香美ウィンドファーム事業に係る計画段階環境配慮書に対する関

係自治体の意見について（回答）

令和６年 11 月 19 日付け、６高自共第 682 号にて照会のあったうえのことに

ついて、下記のとおり回答します。

記

意見なし

資料１－３別添２

500061
四角形







©GF Corporation

○検討を開始してから運転に至るまで10年程度を要するような
長期にわたる、調査検討、準備が必要です。

○今後、地元住民の皆さまとの対話や様々な調査などを行いな
がら、事業化を検討します。

〇現時点で事業の実施が確定しているものではなく、引き続き調
査検討を進めていくものです。

資料１－４

-1-
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四角形



©GF Corporation
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©GF Corporation

風況ポールによる調査

高さ90m（嶺北香美イメージ）

高さ60m (株式会社GFの愛媛県での事例)

出展：株式会社NTシステムズHP
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©GF Corporation

風況ポール1号搬入のための作業道
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©GF Corporation

風況ポール1号搬入のための作業道を補修

〇浸食により、崩れている作業道を補修し、林業でも利用可能
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©GF Corporation

宇和島・愛南町での事例（フォトモンタージュ）

・風車の種類

　ベスタス製風車

　3,600kW×8基

・設置場所　

　愛媛県宇和島市/愛南町

・事業者

　GF

　JR東日本エネルギー開発
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©GF Corporation

宇和島・愛南町での事例（地元貢献）

〇宇和島・愛南町での事例と同様に、地元貢献に尽力いたします。
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こ れ ま で の 経 緯

2022年 11月 GFによる現地調査を開始

202３年 ５月 四国電力送配電に接続検討申込書を提出

９月 輸送道路と事業想定区域検討のための地権者訪問を開始

10月 高知県・大豊町への相談を開始

2024年 ５月 香美市への相談を開始

6月 森林管理署に風況ポール建設の相談を開始

四国電力送配電にて接続検討申込書が受理

８月 隣接地区の地区長様に住民説明会開催の相談を開始

9月 四国電力送配電から接続検討の結果

風況ポール１・5号の設置許可を取得

住民説明会の開催日時と場所を決定

10月 隣接地区に住民説明会開催のお知らせを回覧

環境アセス配慮書の住民説明会を実施（8ヶ所）

香美市のホームページで縦覧のお知らせ

11月 高知新聞で縦覧のお知らせ

高知県と大豊町ホームページで縦覧のお知らせ

環境アセス配慮書の縦覧を開始
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今 後 の 計 画

2025年

・道路の検討（高知新港～松尾越付近までの道路と橋）

・風の観測（年間平均風速７m以上の風が必要）

・環境アセス 方法書（現地調査の方法を検討）

2026年

・環境アセス 現地調査
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　　　○1951年　関西電力株式会社発足
　　　　　　水力発電主体に開発（水主火従）
　

　　　●1961年　黒部川第四発電所を建設・運営
　　　　　　　　　　　 ＜社運を懸け「世紀の難工事」と
                         言われた黒部ダムの水力開発＞

　　　 ＊一般水力発電設備容量（2021年度末現在）
　　　 　 147箇所、336万kW（電源構成比：約11%）

　　　●2008年　舞鶴発電所での木質バイオマス混焼
　　　　　　　　　　　発電
　　　　　             
　　　

　　　
　　　
      ●2011年　堺太陽光発電所を建設・運営
　　　　　　　　　　　 ＜電力会社で初めて営業運転を
　　　　　　　　　　　　　開始したメガソーラー＞

　　　

● 1974年 サンシャイン計画
　　　・新エネルギー技術開発計画
 　(1973年の第1次石油危機が契機)

● 2003年 RPS制度開始
 　　  ・電気事業者に新エネルギー等から発電
　　　　される電気を一定量以上利用すること
　　　　を義務付け

● 2008年 福田ビジョン
　     ・「低炭素社会づくり行動計画」を閣議
　　　　決定、「太陽光発電の導入拡大のアク
　　　　ションプラン」を策定

当社グループにおける取り組みの歩み 国の再生可能エネルギー政策等

　　関西電力グループにおける再生可能エネルギーへの取り組みの歩み 資料１－５

-1-
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四角形



〇再生可能エネルギーは、エネルギーセキュリティや地球温暖化の観点から重要なエネルギー
　と考えており、その導入、拡大に積極的に取り組んでいます。
〇2040年までに国内で新規開発500万ｋＷ、累計開発900万ｋＷ規模を目指す。

● 2012年 FIT制度開始
　　　 ・再生可能エネルギーで発電した電気を、　
　　　　電力会社が一定価格で買取ることを国
　　　　が約束

● 2014年 第4次エネルギー基本計画
　     ・これまで示した水準（2030年の電源
　　　　構成比率2割）を更に上回る再生可
　　　　能エネルギー導入を目指す
● 2015年 長期エネルギー需給見通し
       ・2030年の再生可能エネルギー電源比
　　　　率として、22～24%を目指す
● 2018年 第5次エネルギー基本計画
　　　　・再生可能エネルギーの主力電源化
● 2021年 第6次エネルギー基本計画
　　　　・「2050年カーボンニュートラル」などの実
　　　　　現に向けた政策の道筋が示す

      ●2012年　淡路風力発電所の建設・運営
　

　　　□2012年11月　関西電力グループで当面10万kW程度の再生可能エネル
　　　　　　　　　　　　　　ギーの開発・推進に取り組む方針を公表
　　　◆2015年6月　「再生可能エネルギー事業戦略室」発足
                          50万kWの開発目標を掲げる。　　　　　　     
　　　□2019年3月　関西電力グループ中期経営計画(2019-2021)公表。　　
　　　　　　　　　　　　　2030年代に設備容量600万kWを掲げる。
　　　◆2019年7月　「再生可能エネルギー事業本部」発足
　　　　　●2019年9月　地熱発電事業の開発や運営を行う
　　　　　　　　　　　　　 ふるさと熱電㈱への出資参画
　　　□2021年3月　関西電力グループ中期経営計画
　　　　　　　　　　　　（2021-2025）公表。
　　　□2022年3月　ゼロカーボンロードマップの公表
　　　　　　　　　　　　　2040年までに国内で新規開発500万ｋＷ、累計開発　　
　　　　　　　　　　　　　900万ｋＷ規模を目指す
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和歌山メガソーラー発電所
〔92.4MW〕

（当社持分46.2MW）
堺太陽光発電所

〔10MW〕

○関西電力グループの再生可能エネルギー開発案件は、2024年3月31日時点で、
国内で合計約397万ｋＷの開発計画があり、うち、約384万ｋＷが運転開始済。

全国での開発状況関西エリアの再生可能エネルギー発電所

　　関西電力グループの再生可能エネルギー開発状況（既設水力発電所の出力増は除く）

赤字：運開済
=凡例=

(当社持分約120MW)

若狭高浜太陽光発電所
〔0.5MW〕

近鉄花吉野ソーラー発電所
〔3MW〕

有田太陽光発電所
〔29.7MW〕

山崎太陽光発電所
〔1.98MW〕高砂ソーラーステーション

〔1MW〕

淡路貴船太陽光発電所
〔30MW〕

淡路風力発電所
〔12MW〕

相生発電所2号機
〔約200MW〕

赤穂西浜太陽光発電所
〔1.99MW〕

播州メガソーラー発電所
〔62.9MW〕

（当社持分31.4MW）

わいた第一発電所
〔2MW〕
（当社持分0.05MW）

かんだ発電所
〔75MW〕

大分市臼杵市
　　　　〔26MW〕　

小鳥川発電所
〔0.51MW〕

田原4区風力発電所
〔6MW〕

新弥太蔵発電所
〔1.63MW〕

南木曽吾妻発電所
〔0.64MW〕

福島いわきバイオマス発電所
〔112MW〕
（当社持分56MW）

秋田県秋田港・能代港
〔139MW〕
(当社持分5.5MW)

洋

新坂上発電所
〔4.3MW〕

雫石太陽光発電所
[18.0MW]

(当社持分7.4MW)

ハル水戸太陽光発電所
[7.0MW]

(当社持分2.8MW)
小松太陽光発電所

[10.6MW]
(当社持分4.2MW)

長崎県五島市

けいはんな第二太陽光発電所
〔1MW〕

けいはんな太陽光発電所
〔1.98MW〕

若狭おおい太陽光発電所
〔0.5MW〕

洋

三沢太陽光発電所
[7.7MW]

(当社持分3.1MW)

岡山県津山市
〔51MW〕
（当社持分11MW)　
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 ① 当社保有設備の活用

●水力リフレッシュ、維持流量活用
●火力発電でのバイオマス活用

② 多様な再生可能エネルギー電源の
  事業化検討

●洋上・陸上風力発電、地熱発電、多様な
   燃料のバイオマス発電

    ③ 全国での開発拡大

●再生可能エネルギー電源開発
　有望地点での開発拡大
　（海外案件についても国際事業本
　　部と連携）

 関西電力グループのこれまでの知見を生かしながら、他社とのアライアンスや地域の皆さま等、最適な事業
スキームを検討していきます。

地域と共同で取り組む開発
・ 地元企業や自治体等との共同出資による
  事業化の検討
・ 地域の再生可能エネルギー発電所へのﾕｰﾃｨﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ
　提供

他社とのアライアンスによる開発

・ 洋上風力、地熱、バイオマス等の電源について、
　 他社と共同で事業化を検討
・ 他社との共同出資による開発を検討

案件発掘の強化

事業スキームの検討

　　再生可能エネルギー事業本部の取り組み

関西電力
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